
                                      2005 年 10 月 25 日 

民主党の「官製談合防止」に向けた法案改正のポイント
--脱・談合社会の確立に向けて-- 

 

                               

【① 公務員の談合関与に対する罰則を強化する！：刑法改正】 
骨抜きだった談合罪を実効あるものに。公務員の談合関与を処罰対象に。 
 
 

○談合罪について、「公正な価格を 

害し、不正な利益を得る目的」削除 

○職務に関し、談合に関与した公務 

員を処罰対象に。罰金をはずし、懲 

役刑のみをかす。 

  

 

 

 

【②民営化による「官製談合逃がれ」を封じ込める！：官製談合防止法改正】 

道路公団、郵政公社など「看板書き換え・民営化」による抜け道をブロック。 

 
 

 

○公取の改善措置要求の対象となる 

「特定法人」に国・地方が株式を 1/3 

以上保有している株式会社を追加 

○高速道路株式会社、日本郵政株式会社 

も対象に 

 

 

 

 

【③官による官製談合黙認を許さない！：官製談合防止法改正】 

公務員による「官製談合の見逃し」も官製談合防止法の対象に。 
 

 

 

○「職員が、入札談合等が行れ 

るおそれを知りながら防止措置 

を講じないこと」も入札談合等 

関与行為に追加 

 

 

天の声に従っ

て談合しまし

たが、見逃して

下さいね。 

私は見逃す

けど、民主

党案が通る

と、それも

で き な い

な。 

看 板 か え

ました。民

間 だ か ら

官 製 談 合

じ ゃ な い

よ。 

談合罪ってあるん

だけど昭和１６年

につくった法律で

ね効力がほとんど

ないのさ。気にせず

仕事してね。 


